
－前勤務先とﾄﾗﾌﾞﾙを起こした人間を雇いたくない－

中途採 応募者中途採用応募者から

『退職証明書』をもらう
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※これは顧客限定の ル秘提案 知人には見せないで下さい※これは顧客限定のマル秘提案。知人には見せないで下さい。



こんな人間を雇いたいですか？こんな人間を雇いたいですか？

 さっぱり仕事ができないのに辞めた後で、サービス残業だったと訴えた人間

 タバコ休憩を勝手にしてばかりで退職後に未払い残業代があったと訴えた人間

 賞与支払いの直後に、業務の引継ぎなしで、年休を消化して辞めていった人間

 上司からパワハラを受けたと訴えた人間

 セクハラ問題を繰り返した人間

 過去に懲戒を受けた人間過去に懲戒を受けた人間

 どうみてもズル休みなのに、それを「うつ病」だと言い張り休職をした人間

 けん責処分を受けて 始末書の提出を命じられたのに拒否した人間 けん責処分を受けて、始末書の提出を命じられたのに拒否した人間

 本当は持病なのに、腰痛を労災だと言い張り、労災保険で 休み続けた人間



“とんでもない奴”を雇わない方法

“とんでもない奴”を雇わない、とっておきの方法があります。それは、前勤

務先から、勤務の状況や、辞めた経緯を教えてもらうのです。といっても、

こっそり前勤務先に電話をかけるのではありません。

応募者に『退職証明書』を出すように求めれば良いのです。

応募者本人が、前勤務先に行って、

『退職証明書』を書いてもらってくれば良いのです。



『退職証明書』 てご存じですか？『退職証明書』ってご存じですか？

『 書 基 第 条 定『退職証明書』とは、労働基準法 第22条で定めら
れたものです。

そこで『労働基準法 第22条』を突っ込んで研究してそこで『労働基準法 第22条』を突っ込んで研究して
みましょう。



労働基準法 第２２条（退職時等の証明）

労働者が 退職の場合において 使用期間 業務の種類 その事業における地位労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、

賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。）に

ついて証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければ

ならない。

労働者が、第２０条第１項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間におい

て、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なて、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞な

くこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当

該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、

これを交付することを要しないこれを交付することを要しない。

前２項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的

として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関す

る通信をし、又は第１項及び第２項の証明書に秘密の記号を記入して

はならなはならない。



条文の に着目を！条文のココに着目を！

使用者は あらかじめ第三者と謀り 労働者の使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の
就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、
信条 社会的身分若しくは労働組合運動に関す信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関す
る通信をし、又は第１項及び第２項の証明書に
秘密の記号を記入してはならない秘密の記号を記入してはならない。

ということは『労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に
関する通信』を除く事項については訊いても労働基準法に触れないこと
になる。

労働基準法に触れないような『退職証明書』の書式にすれば良い労働基準法に触れないような『退職証明書』の書式にすれば良い



職業安定法 抵触 な よう する職業安定法に抵触しないようにする

採用活動は、差別をしてはいけません。それは職
業安定法で禁止されています。では、その禁止項目

容 何の内容は何か？

それは次項に載っています。





『退職証明書』
はこうして作るはこうして作る

労働基準法に抵触労働基準法に抵触
せず、かつ、職業安
定法にも抵触しない定法にも抵触しない。
その内容とは？

必要な方はお申し出く
ださい お送りしますださい､お送りします
☎ 0776-57-1380
㈲働きがい研究所まで



最後までありがとうございました
明日の経営に生かしましょう明日の経営に生かしましょう

ご意見、ご感想、お問い合わせは
TEL；0776（57）1380
FAX；0776（57）1370FAX；0776（57）1370
MAIL;hashi@hatarakigai.co.jp

◍◍◍◍お客様の会社がうまくゆきます◍◍◍◍

㈲ 働きがい研究所
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